
Ｑ 賃金と労働時間の条件が合意できない場合、継続雇用を拒否してもよいか 

 

Ａ 高年齢者雇用安定法が求めているのは、継続雇用制度の導入であっ て、事

業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではな

く、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主と

の間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用され

ることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反となるものではありませ

ん。 


